
グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、グリーンアジア国際戦略総合特区における事業効果を広く県内に波及させ、本県の経済

の活性化を促進するため、特区事業者と直接取引する福岡県内の中小企業者等が行う設備投資に対して、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については福岡県補助金等交付規則（昭和

３３年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項に規定する者をいう。 

２ この要綱において、「特区事業者」とは、総合特別区域法（平成２３年法律第８１号）第２６条第１

項の規定により課税の特例の適用を受けて行う事業（以下「特区事業」という。）を実施する者をいう。 

 

 （補助金の交付対象、交付額等） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費は、グリーンアジア国際戦略総合特区の特区事業者と直接取

引する中小企業者又は当該中小企業者を含む複数の中小企業者で構成するグループ（知事が認めるもの

に限る。）が行う設備（特区事業者が実施する特区事業に関連する事業の用に供される減価償却資産に

限る。）の取得に係る経費とし、交付要件、交付額等は別表のとおりとする。 

２ 次の各号に掲げるものは、補助金交付の対象としない。 

 一 暴力団又は暴力団員 

 二 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者 

 三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者 

 

 （交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第 1 号により知事に申請しなければならない。 

 

 （交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、

交付決定を行い、様式第２号により当該申請を行った者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 規則第７条第１項に規定する知事が定める期日は、交付決定の通知を受けた日から２０日以内と

し、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 



 （事業変更等の承認） 

第７条 第５条の規定による交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内

容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第３号により知事に申請し、その承認を受けなければな

らない。ただし、事業計画の細部の変更であって、補助目的の達成に支障を来すことなく、かつ事業効

率の低下をもたらさないと知事が認めた場合はこの限りではない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することが

できる。 

 

 （事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第４号により

知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

 

 （事業遅滞の届出） 

第９条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事

業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第５号により知事に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

 

 （状況報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について知事の要求があったときは、速やかに様

式第６号により知事に報告しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、

その日から１月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第７号により知事

に報告しなければならない。 

 

 （補助金の支払の請求） 

第１２条 補助事業者は、規則第１４条の規定による交付額の確定通知を受けたのち、様式第８号により

補助金の支払の請求を行うものとする。 

 

 （補助金の返還期限） 

第１３条 規則第１７条第１項及び第２項に規定する補助金の返還の期限は、当該返還命令の日から２０

日以内とする。 

 

 （補助金の経理） 

第１４条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び

支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 



２ 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の収支簿ととも

に補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

 （財産の管理及び処分） 

第１５条 補助事業者は、規則第２０条の規定により財産の処分について知事の承認を受けようとすると

きは、様式第９号による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場

合は、この限りではない。 

２ 知事は、補助事業者が規則第２０条の承認を受けて、同条に規定する財産を処分することにより収入

があるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

３ 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

４ 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにし

ておかなければならない。 

 

 （補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２５年６月７日から施行し、平成２５年度から令和９年度までの補助金に適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設

備促進補助金交付要綱の規定は、平成２８年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備

促進補助金交付要綱の規定は、平成３０年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備促

進補助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投

資促進補助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。 

 



 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投

資促進補助金交付要綱の規定は、令和３年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投

資促進補助金交付要綱の規定は、令和４年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投

資促進補助金交付要綱の規定は、令和６年度からの補助金について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、改正後のグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投

資促進補助金交付要綱の規定は、令和８年度からの補助金について適用する。 



別表 

交付要件 補助対象経費 交付額 

グリーンアジア国際戦略総合特区の

特区事業者と直接取引する中小企業

者又は当該中小企業者を含む複数の

中小企業者で構成するグループ（知事

が認めるものに限る。）であって、以

下を満たすこと。 

(1) グリーンアジア国際戦略総合特区

の特区事業者が実施する特区事業

に関連する事業の用に供される生

産設備の取得額（補助対象経費に

限る。）の合計が５００万円以上、

又は開発設備の取得額（補助対象

経費に限る。）の合計が２５０万円

以上のいずれかであること。 

(2) 特区事業者でないこと。 

(3) 福岡県企業立地促進交付金のグリ

ーンアジア国際戦略総合特区特例

の対象となる者でないこと。 

 

※1 グループの場合、(2)、(3)は構成

する者すべてが満たすこと。 

 

福岡県内において新

設又は増設する設備

の購入、設置等に必要

な経費その他知事が

必要と認める経費（土

地又は建物の取得に

要する経費、取引に係

る消費税及び地方消

費税の額を除く。） 

補助対象経費の合計額の１００分の

１５以内の額（その額に千円未満の

端数があるときはこれを切り捨てた

額）とし、１対象事業につき４００

万円を上限とする。 

 

ただし、半導体、蓄電池(※2)、洋上風

力発電機、水素エネルギー（※3）に関

する事業の用に供される生産設備又

は開発設備については、補助対象経

費の合計額の１００分の２５以内の

額（その額に千円未満の端数がある

ときはこれを切り捨てた額）とし、

１対象事業につき６００万円を上限

とする。 

 

※2 環境配慮型自動車に搭載される

ものに限る。 

※3 燃料電池自動車及び水素ステー

ションに限る。 

 



様式第１号（第４条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付申請書 

 

標記補助金の交付について、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第

４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容 

   別紙「事業計画書」のとおり 

 

２ 補助金交付申請額 

金            円 

 

３ 添付書類 

① 定款の写し 

 ② 当該補助事業に係る収支予算書 

 ③ 役員名簿 

 

 

 

 

 



様式第１号の別紙 

 

事 業 計 画 書 

 

 

１．事業の概要 

 （１）事業の目的 

 

 （２）設備の内容（設備名、数量、取得予定価額、用途等） 

 

 （３）実施場所（補助事業を行おうとする敷地の位置図を添付すること） 

 

 （４）実施スケジュール（完工予定期日等） 

 

 （５）事業費及び財源内訳 

 

 （６）本事業により想定している効果 

 

（７）その他特記事項 

 

 

２．特区事業者との関係 

 （１）取引する特区事業者の名称 

 

 （２）取引の内容 

 

 

３．企業概要 

 （１）主要事業の内容 

 

 （２）設立年月日 

 

 （３）主たる事務所の所在地 

 

 （４）資本金 

 

 （５）従業員数 



様式第２号（第５条関係） 

番     号 

 

住    所 

名    称 

 

      年  月  日付け  第   号で申請のあった    年度グリーンアジア国際戦略

総合特区中小企業設備投資促進補助金については、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第

５号。以下「規則」という。）第４条及びグリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助

金交付要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定に基づき、下記のとおり決定します。 

 

      年  月  日 

 

知  事  名 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容は、    年  月  日付

け  第   号で申請のあった    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促

進補助金交付申請書に記載のとおりとする。 

２ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、規則第８条第１項の規定に基

づく決定の取消等により補助金の額等が変更されたときは、別に通知するとおりとする。 

     補助事業に要する経費  金           円 

     補 助 対 象 経 費  金           円 

     補 助 金 の 額  金           円 

３ 補助金の確定額は、２に記載の補助金の額（変更されたときは、変更後の額とする。）と補助対象経

費の実支出額に補助率を乗じて得た額とのいずれか低い額とする。 

４ 上記によるもののほか、規則及び要綱に従わなければならない。 

 

 

 

(注)この様式に次のような修正を加えて通知する場合がある。 

１ 規則第４条第２項の規定に基づき申請書の記載内容に修正を加えて交付決定した場合は、１の

「    年  月  日」以下を「別紙のとおりとする。」に書き替え、様式第１号の別紙に準じ

た様式の別紙に交付決定の内容を記載して通知する。 

 ２ 上記のほか、必要があって条件を加えて交付決定した場合は、その条件を上記に加える。 

 



様式第３号（第７条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金変更交付申請書 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記補助金の交付決定内容につ

いて、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり変更を申請します。 

 

記 

 

１ 変更する理由 

 

 

２ 変更の内容 

 (１) 補助金の額 

        変更前    金            円 

        変更後    金            円 

 (２) 補助事業の内容 

 

 

(注)１ 上記２は変更があるものだけ記載すること。 

  ２ 補助金の額に変更がある場合は、変更後の収支予算書を添付すること。 

 



様式第４号（第８条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金に係る 

補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記の補助事業を下記の理由に

より中止（廃止）したいので、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第

８条の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

 



様式第５号（第９条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金に係る 

補助事業遅延等報告書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記の補助事業について、下記の

とおり事故があったので、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第９条

の規定に基づき報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

２ 補助事業に要した経費 

 

３ 事故の内容及び原因 

 

４ 事故に対する措置 

 

 

 

(注) 事故の理由を立証する書類を添付すること。 

 



様式第６号（第１０条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金に係る 

補助事業の遂行状況報告書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記の補助事業の遂行状況をグ

リーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第１０条の規定に基づき別紙のと

おり報告します。 

 

 



様式第６号の別紙 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金 

遂 行 状 況 報 告 

 

月 日 事業実施の経過 

  補助金の交付決定日（    年  月  日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完工予定期日（    年  月  日） 

 

  ※主な事項について記入してください。 

 



様式第７号（第１１条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金に係る 

補助事業の実績報告書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記の補助事業を完了しました

ので、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第１１条の規定に基づき別

紙のとおり報告します。 

 

 



様式第７号の別紙 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金 

事 業 実 施 報 告 

 

 

１．事業（設備投資）の概要 

 （１）事業の実施状況 

 

 

 

 （２）設備の内容（設備名、数量、取得価額、用途等） 

 

 

 

 

 

 （３）実施場所（補助事業を実施した敷地の位置図を添付すること） 

 

 

 

 （４）事業費及び財源内訳 

 

 

 

２ 添付書類 

 （１）補助事業に係る支出関係証拠書類（契約書、領収証等）の写し 

 （２）写真、図面その他実績が確認できる資料 

 

 



様式第８号（第１２条関係） 

番     号 

                                   年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金支払請求書 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記補助金について、グリーンア

ジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり請求

します。 

 

記 

 

                金            円 

 

１ 交 付 決 定 額  金            円 

２ 補助金確定額  金            円 

 



様式第９号（第１５条関係） 

番     号 

                                       年  月  日 

 

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

    年度グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金に係る 

取得財産等の処分承認申請書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知があった標記補助事業により取得した財

産等を下記のとおり処分したいので、グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金交付

要綱第１５条第１項の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１ 品目及び取得年月日 

 

２ 取得価格及び時価 

 

３ 処分の方法 

 

４ 処分の理由 

 


